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別紙第２

勧　　　　　　　告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律

第９５号）、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号）、一

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成９年

法律第６５号）及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平

成１２年法律第１２５号）を改正することを勧告する。

１　一般職の職員の給与に関する法律の改正

盧　俸給表

別記第１のとおり、現行の教育職俸給表及び指定職俸給表を改定するこ

ととし、教育職俸給表は、教育職俸給表鴣及び教育職俸給表鴟とすること。

教育職俸給表鴣及び教育職俸給表鴟への切替えは、別記第２の切替要領

によること。

盪　諸手当

ア　研究員調整手当について

共同研究等により、研究活動の状況、研究員の採用の状況等からみて

人材の確保等を図る特別の事情があると認められる試験研究機関との有

機的な連携が図られている機関に勤務する教育職俸給表鴣の適用を受け

る職員等に対する研究員調整手当は、廃止すること。

イ　ハワイ観測所勤務手当について

ハワイ観測所勤務手当は、廃止すること。
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ウ　義務教育等教員特別手当について

義務教育等教員特別手当は、廃止すること。

２　国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正

盧　支給の対象となる職員について、北海道及び北海道以外の寒冷の地域で

別記第３の表に掲げるものに在勤する職員並びに寒冷及び積雪の度を考慮

して当該地域との権衡上必要があると認められるものとして総務大臣が定

める官署に在勤する職員で当該地域又は総務大臣が定める区域に居住する

ものとすること。

盪　支給方法について、支給日にその支給日に係る年度の寒冷地手当を支給

することとされているものを、１１月から翌年３月までの各月について支給

するものとすること。

なお、これに伴い、寒冷地手当を追給し、又は返納させる措置は、廃止

すること。

蘯　支給月額について、寒冷地（盧の地域及び官署をいう。以下同じ。）の区

分及び職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額（一般職の職員の給

与に関する法律附則第７項の規定の適用を受ける職員にあっては、その額

からその半額を減じた額）とし、基準額と基準額に加算される額との別を

廃止すること。

世　帯　等　の　区　分

寒冷地

の区分 その他の職員

世 帯 主 で あ る 職 員

その他の世帯主であ
る職員　　　　　　

扶養親族のある職員
（単身赴任手当を支
給される職員で寒冷
地に居住する扶養親
族のないもの（寒冷
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また、寒冷地の区分は、別記第３の表のとおりとすること。

盻　豪雪に係る寒冷地手当は、廃止すること。

眈　盧から盻までの改定は、平成１６年度以降に支給する寒冷地手当について

実施すること。また、盧及び蘯の改定に伴い、所要の経過措置を講ずること。

３　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改正

第１号任期付研究員について、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤

務時間の特例に関する法律第６条第４項の規定により決定できる俸給月額の

上限を、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表１１号俸の額に相当

する額とすること。

なお、これに伴い所要の経過措置を講ずること。

４　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正

特定任期付職員について、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する法律第７条第３項の規定により決定できる俸給月額の上限を、一般職の

地に居住する扶養親
族のある職員との権
衡を考慮して総務大
臣が定める職員を除
く。）及びこれに相
当するものとして総
務大臣が定める職員
を除く。）

１０，３４０円１４，５８０円２６，３８０円１級地

８，８００円１３，０６０円２３，３６０円２級地

８，６００円１２，８６０円２２，５４０円３級地

７，３６０円１０，２００円１７，８００円４級地
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職員の給与に関する法律の指定職俸給表１１号俸の額に相当する額とすること。

なお、これに伴い所要の経過措置を講ずること。

５　改定の実施時期

１から４までの改定は、この勧告を実施するための法律の公布の日から実

施すること。 
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別記第１

教 育 職 俸 給 表

イ　 教育職俸給表鴣

４　級３　級２　級１　級職務
の級職員

の区
分　 俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額号 俸

円円円円

再任
用職
員以
外の
職員

365,900285,600252,700－1

381,000300,500265,600202,8002

393,400315,700278,300211,6003

405,600330,600292,000220,5004

417,600345,800305,900230,0005

429,300360,700319,600239,4006

440,800375,700332,800251,9007

452,300386,600346,200264,2008

463,500397,000359,100276,6009

474,700406,600368,900288,00010

486,100415,600378,900300,00011

497,300424,200388,400311,80012

508,500432,600397,100319,70013

519,700440,200405,500326,60014

530,000447,600413,100333,20015

539,200454,700420,500339,70016

548,300460,900427,600346,20017

557,200466,500434,700352,00018

566,100472,000440,500357,70019

574,300477,400445,400363,30020

580,600482,700449,800368,80021

585,600487,900452,900374,30022

590,200493,000456,000378,90023

497,000458,900382,80024

500,300462,000385,70025

503,600465,000388,40026

468,100391,30027

471,100394,00028

396,80029

399,40030

402,20031

405,00032

407,90033

410,70034

417,800336,400304,100288,100
再任
用職
員　

備考　この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び
研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
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ロ　 教育職俸給表鴟

３　級２　級１　級職務
の級職員

の区
分　 俸給月額俸給月額俸給月額号 俸

円円円

再任
用職
員以
外の
職員

252,700204,000－1

265,600212,300169,5002

278,300220,800180,1003

292,300230,200191,4004

306,400239,500202,8005

320,200251,900209,7006

335,200264,200217,0007

350,100276,600224,8008

365,100289,100232,6009

376,000302,100240,70010

386,400314,900249,00011

396,900327,700257,20012

406,500340,500265,20013

415,600353,100272,70014

423,900362,000280,30015

431,900370,900287,50016

439,300379,700294,60017

446,400388,000301,30018

452,500396,100307,60019

457,800403,800313,20020

462,800411,600318,40021

467,500419,000323,20022

472,200426,100328,00023

476,900432,200332,20024

480,400437,400336,10025

483,600442,400339,50026

486,900447,000342,00027

451,700344,30028

456,400346,90029

459,800349,60030

463,000352,20031

466,100354,70032

357,10033

359,50034

362,10035

364,70036

367,20037

326,800301,700252,200
再任
用職
員　

備考　この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を
行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
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指 定 職 俸 給 表

俸　給　月　額号　　　俸

円

５７３，０００１

６３６，０００２

７０４，０００３

７８３，０００４

８４３，０００５

９０６，０００６

９９１，０００７

１，０６９，０００８

１，１４６，０００９

１，２２７，０００１０

１，３０１，０００１１

備考　この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、
病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則
で定めるものに適用する。
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別記第２　切替要領

１　改定後の教育職俸給表適用の日（以下「切替日」という。）の前日におい

て改定前の教育職俸給表鴣の適用を受ける職員で切替日において改定後の

教育職俸給表鴣の適用を受けることとなるもの及び切替日の前日において

改定前の教育職俸給表鴕の適用を受ける職員で切替日において改定後の教

育職俸給表鴟の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級

（以下「新級」という。）は、これらの者の切替日の前日における職務の級

（以下「旧級」という。）に対応する別表の新級欄に定める職務の級とする。

２　前記１により新級が定められる職員の切替日における号俸（以下「新号

俸」という。）は、その者の切替日の前日における号俸（以下「旧号俸」と

いう。）と同じ号数の号俸とする。

３　前記２により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新

号俸を受ける期間に通算する。この場合において、人事院の定める職員の

旧号俸を受けていた期間については、他の職員との均衡上必要な調整を行

うものとする。
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別 表

新　　級旧　　級俸　　給　　表

１　　級２　　級

教育職俸給表鴣
２　　級３　　級

３　　級４　　級

４　　級５　　級

１　　級１　　級

教育職俸給表鴕 ２　　級２　　級

３　　級３　　級
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別記第３ 

寒冷地 
の区分 

地     域     等 

１級地 北海道のうち 
 旭川市 帯広市 北見市 夕張市 別市 赤平市 士別市 名

寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 
 後志支庁管内のうち 
 虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村 
 空知支庁管内のうち 
 空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び

新十津川町 雨竜郡 
 上川支庁管内 
 留萌支庁管内のうち 
 天塩郡のうち幌延町 
 宗谷支庁管内のうち 
 宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡
 網走支庁管内 
 胆振支庁管内のうち 
 有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及

び穂別町 
 日高支庁管内のうち 
 沙流郡のうち日高町及び平取町 
 十勝支庁管内のうち 
 河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及

び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡 
 釧路支庁管内のうち 
 川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町 
 根室支庁管内のうち 
 野付郡 標津郡のうち中標津町 

２級地 北海道のうち 
 札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市

 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 
恵庭市 北広島市 石狩市 

 石狩支庁管内 
 渡島支庁管内のうち 
 松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田

郡のうち七飯町 山越郡 
 檜山支庁管内のうち 
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 檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町 
 後志支庁管内のうち 
 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち

泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町 
 空知支庁管内のうち 
 空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち

月形町 
 留萌支庁管内のうち 
 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町 
 宗谷支庁管内のうち 
 枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡 
 胆振支庁管内のうち 
 虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮 町 白老郡

 勇払郡のうち鵡川町 
 日高支庁管内のうち 
 沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡 
 十勝支庁管内のうち 
 上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町 
 釧路支庁管内のうち 
 釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町 
 根室支庁管内のうち 
 標津郡のうち標津町 目梨郡 

３級地 北海道のうち 
 函館市 室蘭市 登別市 伊達市 
 渡島支庁管内のうち 
 松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野

町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡 
 檜山支庁管内のうち 
 檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡

 瀬棚郡のうち瀬棚町 
 後志支庁管内のうち 
 古宇郡のうち神恵内村 
 胆振支庁管内のうち 
 虻田郡のうち虻田町 
 日高支庁管内のうち 
 静内郡 浦河郡 幌泉郡 

４級地 青森県 
 岩手県のうち 
 盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江
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平村、利賀村及び井口村 
 石川県のうち 
 江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口

村及び白峰村 
 福井県のうち 
 大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち

池田町 南条郡のうち今庄町 
 山梨県のうち 
 富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち

川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長
坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山
中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹
波山村 

 長野県のうち 
 長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊

那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐
久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡
 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、
中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、
浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木
曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日
義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡
 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 
下水内郡 

 岐阜県のうち 
 高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち

東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡 
 滋賀県のうち 
 伊香郡のうち余呉町 
 兵庫県のうち 
 美方郡のうち村岡町及び美方町 
 和歌山県のうち 
 伊都郡のうち高野町 
 鳥取県のうち 
 日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町 
 島根県のうち 
 飯石郡のうち頓原町 
 岡山県のうち 
 真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田
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郡のうち上齋原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村 
 広島県のうち 
 山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町 
 総務大臣が定める官署 

備考 この表に掲げる名称は、平成16年４月１日における名称とし、同表に
定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用い
て示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれら
の名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 

 


